
　

75
歳
以
上
の
皆
さ
ん
の
長
寿

を
お
祝
い
す
る
敬
老
会
を
、
毎

年
９
月
～
10
月
に
各
地
区
で
開

催
し
て
い
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
た
め
、
今
年
の
開
催
を
見
送

る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
皆
さ

ん
に
は
大
変
申
し
訳
ご
ざ
い
ま

せ
ん
が
、
ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

　

府
中
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

（
☎
４
７-

１
２
９
４
）

　

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の

遺
族
で
、
４
月
１
日
時
点
で
公

務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど
を

受
け
る
人
が
い
な
い
場
合
に
、

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の
記

名
国
債
の
第
11
回
特
別
弔
慰
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

と�

こ
ろ　

福
祉
課
、
ま
た
は
上

下
支
所
市
民
生
活
係

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
窓

口
の
混
雑
防
止
・
受
け
付
け
時

間
の
短
縮
の
た
め
、
事
前
に
電

話
で
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

次
の
順
番
に
よ
る
先
順

　

位
の
遺
族
１
人

①
弔
慰
金
の
受
給
権
者

②
戦
没
者
な
ど
の
子　

③
戦
没
者
な
ど
と
生
計
を
有
し

　

て
い
て
、
か
つ
、
戦
没
者
と

　

氏
（
姓
）
が
同
じ
父
母
・
孫

　

・
祖
父
母
・
兄
弟
姉
妹　

④
③
以
外
の
父
母
・
孫
・
祖
父

　

母
・
兄
弟
姉
妹

⑤
①
～
④
以
外
の
遺
族
で
、
戦

　

没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引

　

き
続
き
１
年
以
上
生
計
関
係

　

を
有
し
て
い
た
三
親
等
内
の

　

親
族

請
求
期
限　

令
和
５
年
３
月
31
日

※
前
回
の
裁
定
通
知
書
、
戦
没

者
死
亡
当
時
の
妻
・
子
・
父
母

・
祖
父
母
・
兄
弟
姉
妹
な
ど
の

遺
族
の
死
亡
日
・
婚
姻
日
な
ど
、

現
在
ま
で
の
状
況
が
分
か
る
も

の
が
あ
れ
ば
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
課　

　

（
☎
４
３-

７
１
４
８
）

対
象　

両
親
の
い
ず
れ
か
が
原

　

子
爆
弾
被
爆
者
で
、
次
に
該

　

当
す
る
人

▽
広
島
被
爆
…
昭
和
21
年
６
月

　
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

▽
長
崎
被
爆
…
昭
和
21
年
６
月

　
４
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

受�

診
期
限　

令
和
３
年
２
月
28

日（
日
）

※
精
密
検
査
は
、
令
和
３
年
３

月
10
日（
水
）ま
で
。

受
診
料　

無
料

申
し
込
み
方
法　

市
役
所
福
祉

　

課
、
上
下
支
所
、
公
民
館
・

　

ク
ル
ト
ピ
ア
に
あ
る
専
用
は

　

が
き
で
広
島
県
被
爆
者
支
援

　

課
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
受
診

予
約
が
取
り
に
く
い
場
合
や
医

療
機
関
な
ど
が
受
け
入
れ
を
休

止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
期
限　

令
和
３
年
１

　

月
31
日（
日
）

※
当
日
消
印
有
効
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
福
祉

　

課
（
☎
４
３-
７
１
４
８
）
、

　

広
島
県
被
爆
者
支
援
課
（
☎

　

０
８
２-

５
１
３-
３
１
１
６
）

　

労
災
保
険
お
よ
び
雇
用
保
険

で
あ
る
労
働
保
険
は
、
働
く
人

が
労
働
災
害
に
遭
っ
た
時
や
失

業
し
た
時
に
、
必
要
な
保
険
給

付
を
行
う
な
ど
、
安
心
し
て
働

け
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
制
度

で
す
。

年
度
更
新
期
限　
８
月
31
日（
月
）

問
い
合
わ
せ
先　

福
山
労
働
基

　

準
監
督
署
（
☎
０
８
４-

９
２

　

３-

０
２
１
４
）
、
広
島
労
働

　

局
総
務
部
労
働
保
険
徴
収
課

　

（
☎
０
８
２-

２
２
１-

９
２

　

４
６
）

　

80
歳
以
上
で
20
本
以
上
自
分

の
歯
を
持
っ
て
い
る
人
に
敬
意

を
表
し
て
、
表
彰
を
行
い
ま
す
。

対
象　

府
中
市
在
住
ま
た
は
福

　

山
市
新
市
町
在
住
で
、
11
月

　

１
日
時
点
で
満
80
歳
以
上
の
人

※
す
で
に
表
彰
さ
れ
た
人
は
除
く
。

申
し
込
み
期
限　
８
月
31
日（
月
）

〈
表
彰
式
〉

と
き　

11
月
７
日（
土
）14
時
～

と
こ
ろ　

リ
・
フ
レ

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

府
中
市
、
福
山
市
新
市
町
内

　

の
各
歯
科
医
院

　

違
反
し
た
場
合
は
、
罰
則
を

課
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
楽
し
く
利
用
で
き
る
よ
う
、

マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▽
ご
み
は
各
自
で
持
ち
帰
っ
て

　
く
だ
さ
い
。

▽
草
花
や
樹
木
を
折
っ
た
り
傷

　
付
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▽�

犬
の
散
歩
を
す
る
際
は
、
必

ず
リ
ー
ド
を
付
け
、
犬
の
フ

ン
の
後
始
末
は
必
ず
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
子
ど
も
は
、
迷
子
に
な
ら
な

　
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▽
ゴ
ル
フ
な
ど
、
他
の
利
用
者

　
に
と
っ
て
危
険
と
な
る
行
為

　
は
禁
じ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

土
木
課

　

（
☎
４
３-

７
２
３
６
）

▽
消
火
器
の
準
備

　

多
数
の
人
が
集
ま
る
催
し
で

ガ
ス
コ
ン
ロ
や
発
電
機
な
ど
の

火
気
器
具
を
使
用
す
る
と
き
は
、

消
火
器
の
準
備
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
準
備
す
る
消
火

器
は
、
住
宅
用
を
除
く
Ａ
Ｂ
Ｃ

粉
末
消
火
器
を
推
奨
し
ま
す
。

▽
露
店
な
ど
の
開
設
届

　

火
気
器
具
を
使
用
す
る
露
店

な
ど
を
開
設
す
る
と
き
は
、
３

お
知
ら
せ

今
年
の
敬
老
会
を
中
止
し
ま
す

特
別
弔
慰
金
の
請
求
受
け
付
け

被
爆
２
世
の
健
康
診
断
を
実
施

労

働

保

険

の

年

度

更

新

は

お

早

め

に

歯
が
自
慢
・
８
０
２
０
表
彰

～
80
歳
で
20
本
の
歯
を
残
そ
う
～

公
園
内
で
火
気
を
使
用
す
る

場
合
は
市
の
許
可
が
必
要
で
す

催
し
で
火
気
器
具
を
使
用 

す
る
と
き
の
注
意
点
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